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仙台市ウォーキングツーリズム推進事業業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 
 

１ 公募型プロポーザル実施の目的 

 本公募型プロポーザルは、仙台市ウォーキングツーリズム推進事業業務を委託するに当たり、広く提

案を募集し、最も適切な者を当該業務の受注候補者として特定することを目的として実施するもので

ある。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 

  仙台市ウォーキングツーリズム推進事業 

 

（２）業務の目的 

世界的な自然・健康志向の高まりやサステナブル意識の高揚により、本市においても高付加価値な自

然文化体験型観光としてのアドベンチャーツーリズムの機運が高まり、インバウンドに人気のアクテ

ィビティコンテンツとして、ゆっくりと歩きながらその土地ならではの自然や歴史、文化等を感じられ

るハイキングやトレッキングへの注目が高まっている。 

市内には、豊かな自然や震災からの復興を学びながら歩くことのできる、魅力あふれる場所が数多く

存在しており、これまでもコース設定の検討が行われてきた。 

本業務は、これまで検討されてきたコースを活用した実証イベントを行い、今後の本市におけるウォ

ーキングツーリズムのモデルコース化に向けた検討及び調査を行うことを目的に実施するものである。 

 

（３）業務内容 

  別紙「仙台市ウォーキングツーリズム推進事業 業務委託仕様書（以下、「仕様書」）」のとおり 

 

（４）履行期間 

  契約締結日から令和８年３月 31日まで 

 

（５）業務委託提案上限額 

  5,000千円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 参加要件 

  当該業務を的確に遂行する能力を有する民間企業、NPO法人、その他の法人又は法人以外の団体等で

あって、次の要件を全て満たす者とする。 

  また、複数者による共同提案も可とする。その際は、共同して提案を行う複数者（以下「グループ」

という）の中から本提案に係る代表者を選定するものとする。その者は、グループを代表して、本提案

に係る連絡調整等を仙台市との間で行うものとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第 1項各号に該当する者でないこと。 

（２）宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体で

ないこと。 

（３）会社更生法又は民事再生法に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている

者でないこと。 

（４）仙台市内に本店、支店又は事業所を有すること。 

（５）仙台市の「有資格業者に対する指名停止に関する要綱」に基づく指名停止期間中の者でないこと。 

（６）仙台市入札契約暴力団排除要綱別表各号に規定する措置要件に該当しないこと。 
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（７）仙台市税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。仙台市税が課税されていない場合は、主

たる事業所が所在する市町村が課す市町村税を滞納していないこと。 

（８）業務の実施にあたって、仙台市の要求に応じて随時来庁し、対応できる体制を整えていること。 

 

４ 本プロポーザルの参加に係る留意事項 

（１）参加表明・提案書等の提出 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、下記の通り必要書類を提出し、参加意思を表明すること。

なお、書類の不備等がある場合、失格となることがあるため、十分留意すること。 

 ①提出書類   

書類 部数 備考 

参加表明書（様式１） １  

会社概要資料 ６ 会社パンフレット等、事業概要がわかるもの 

事業提案書 ６ 任意様式／詳細は下記「４（２）」を参照のこと 

共同企業体構成員一覧 １ グループで提案を行う場合に提出すること 

市税の滞納がないこと

の証明書 

１ 各市町村の税務部門（仙台市の場合は各区税務会計課及び各総

合支所税務住民課）にて取得すること 

消費税及び地方消費税

に関する証明書 

１ 

 

所在地（納税地）を管轄する税務署の窓口にて取得すること 

 ②提出期限 

  令和７年７月９日（水） 17時必着 

 

（２）事業提案書について 

  事業提案書は任意の様式で以下の要素を踏まえ概ね 10 頁以内で作成し、計６部提出すること。 

 ①事業提案書の構成 

  ア 表紙 

イ 事業提案書本編 

以下について記載すること。なお、本要領５（３）に提示する観点で審査を行うため、これらを

踏まえた記載内容とすること。 

   ・事業の実施体制について 

   ・仕様書４（１）で定める東部沿岸コースでの実証イベントについて 

   ・仕様書４（１）で定める秋保コースでの実証イベントについて 

   ・業務工程について 

  ウ 業務実績 

直近１年以内の観光関連業務実績のすべてについて記載すること。なお、グループでの提案の場

合は代表者となる事業者の実績について記載すること。 

  エ 事業費見積 

 ②その他留意事項 

  ・専門用語には注釈を付けるなど，分かりやすい表現で記載すること。 

 

（３）応募にあたっての質問及び回答 

本公募型プロポーザルに関し質問がある場合は、質問票（様式第２号）に記載し、令和７年６月 30

日（月）15 時までに電子メールにて下記アドレスに送信すること。また、送信後には到達確認の電話

連絡を行うこと。提出された質問への回答は令和７年７月３日（木）までに本市ＨＰにて公表する。 

・提出先メールアドレス：kei008020@city.sendai.jp 

・確認電話連絡先   ：022-214-3018（仙台市観光戦略課） 

mailto:kei008020@city.sendai.jp
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（４）参加表明書等の書類の提出について 

  本公募型プロポーザルへの参加を希望する者は、本実施要領４（１）①で示す必要書類の一式につい

て、以下のとおり提出すること。 

①提出期限 

令和７年７月９日（水）17時まで 

 ②提出方法 

持参又は郵送により提出し、持参の場合は、土日祝日を除く９時から１７時までに仙台市文化観光局

観光交流部観光戦略課に提出すること。郵送の場合は、封筒に「提案書在中」の旨を記載し、書留郵便

など配達の記録が分かる方法により、期限までに到達するよう提出すること。 

 ③留意事項 

・提出期限までに書類が到達しなかった場合は、失格とする。 

・提出書類の作成及び提出に係る費用は提案者の負担とする。 

・提案書提出期限後の差替え及び再提出は不可とし、提出された書類は返却しないものとする。 

・虚偽の記載をした提案及び委託契約上限額を超える提案は、無効とするとともに、虚偽の記載をし

た者に対して指名停止を行う場合がある。 

 

５ 提案の審査 

（１）審査機関 

仙台市ウォーキングツーリズム推進事業業務委託業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）に

おいて、公正な審査を行うものとする。 

 

（２）審査委員会 

①委員構成 

審査委員長 仙台市文化観光局観光交流部長 

審査委員  仙台市文化観光局観光交流部観光戦略課長 

審査委員  仙台市文化観光局観光交流部観光戦略課企画調整担当課長 

審査委員  公益財団法人仙台観光国際協会 DMO担当部長兼観光地域づくり推進課長 

②審査委員会の詳細 

 ア 日時 

   令和７年７月 16日（水） 

 イ 会場 

   仙台市役所本庁舎内 

 ウ 審査会の流れ 

   ・提案者より企画提案書に基づく内容説明（10分） 

   ・質疑応答（５分） 

 エ 留意事項 

   ・提案者の出席人数は３名以内とすること 

   ・説明は事前に提出した事業提案書に基づき行うこととし、追加資料の提出等は認めない 

   ・正当な理由なく欠席した場合は提案を無効とする。ただし、審査委員長がやむを得ない事情と

認める場合はその限りではない。 
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（３）審査方法及び審査の観点と基準 

 提出された書類を基に、４名の審査員で審査を行う。審査項目、審査基準、配点は以下の通り。 

①事業の実施体制【10点】 

・事業の実施に十分な体制が整備されているか（10点） 

 ②業務理解【５点】 

  ・本業務の趣旨や目的について十分に理解をしているか（５点） 

③東部沿岸コースでの実証イベントについて【35点】 

・イベントの開催に向け、効果的な広報が計画されているか（10点） 

・今後の本市のウォーキングツーリズムのモデルコースとして醸成されていくことが見込まれる内

容のイベントとなっているか（15点） 

・イベントの効果検証が適切になされる内容となっているか（10点） 

④秋保コースでの実証イベントの実施内容【35点】 

・上記②と同様の観点及び基準で審査する 

⑤業務工程【５点】 

・年度内の業務完了に向け、余裕を持った工程となっているか（５点） 

⑥観光関連事業に係る実績【５点】 

※直近１年間の実績件数に応じ、採点する。なお５件以上の実績がある場合は一律で５点とする。 

 ⑦事業費の妥当性【５点】 

  ・事業費は提案内容と見積書の整合が図られているか（５点） 

 

（４）優先交渉権者の決定 

審査の結果、合計点数が最も高い事業者を優先交渉権者として決定する。ただし、合計点数が６割に

満たない場合は、優先交渉権者となり得ない。 

また、最高点を獲得した事業者が複数いた場合は、選定委員会の委員長による採点が高い事業者を優

先交渉権者とする。それでもなお同点の場合は委員長が高い評価をした者を優先交渉権者として決定

する。 

 

（５）審査結果の通知 

採否にかかわらず、提案を行ったすべての事業者（グループでの提案の場合はその代表者）に対して

電子メールで通知する。 

  また、選定されなかった者は、通知を受けた日の翌日から起算して７日以内に、書面により本市に対

して非選定理由の回答を求めることができる。これに対し本市は、当該書面が到達した日の翌日から

起算して１０日以内に、書面により回答する。 

 

６ 契約 

優先交渉権者と提案内容に沿って、契約内容について協議のうえ、仙台市契約規則に定める随意契約

の手続きにより締結するものとし、必要に応じ提案書の内容の範囲内において、仕様書の記載内容を変

更する場合がある。 

なお、契約の締結にあたっては、選定された提案のまま実施することを予め約束するものではなく、

業務内容及び委託費について、本市と協議のうえ、委託契約上限額の範囲内で変更する場合がある。 
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７ 実施スケジュール 

  令和７年 ６月２６日（木） 提案募集開始 

                事前質問受付開始 

       ６月３０日（月） 質問提出期限 

       ７月 ３日（木） 質問に対する回答の公表 

       ７月 ９日（水） 提案書提出期限 

       ７月１６日（水） 審査委員会開催 

       ７月１７日（木） 提案審査結果通知（優先交渉権者決定予定） 

以降       業務内容、仕様書及び委託費等に関する協議 

       ７月下旬（予定） 契約締結、業務開始 

  令和８年 ３月３１日（火） 業務完了 

  

８ その他 

・提出された提案書に係る著作権等の知的財産権は提案者に帰属するものとするが、本市が必要と認

める場合は、無償で使用できるものとする。 

・契約締結後、本業務の成果品等に係る著作権等の知的財産権は、全て本市に帰属するものとする。 

・提出された書類等は、審査終了後に受注候補者に係るものを除き、本市において処分し、返却しない。 

 

９ 問合せ及び提出先 

  〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目７番１号 

        仙台市文化観光局観光交流部観光戦略課（市役所本庁舎４階） 

担当：大塚 

        電話：022-214-3018 

        FAX ：022-214-8316 

        電子メール：kei008020@city.sendai.jp 

mailto:kei008020@city.sendai.jp

